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普通財産売払いの一般競争入札参加要領 

  

  令和８年１月９日（金）に高梁市が行なう普通財産売払いの一般競争入札に参加される方は、次の事項を

ご承知のうえ参加してください。 

 

１ 入札に付する物件 

番号 所 在 地（地番） 地目 現況 
地積 

（㎡） 

予定価格 

（円） 
備考 

①  高梁市備中町長屋１２２番１１ 宅地 宅地 393.81 2,371,000 特記事項あり 

※入札物件には、物件上に存在する工作物等を含みます。 

 

２ 物件の確認 

   物件の現地案内は行ないませんので、この案内書をもとに、必ず現地をご確認ください。 現地を示す「立

看板」には、次の表示がしてあります。 

         ＜  表示例 ＞ 

          市有地売払い対象地 

 所在地  高梁市備中町長屋１２２番１１             

        高梁市役所 財産活用課 

 

３  入札参加資格 

入札に参加できる方は、個人及び法人とします。ただし、次に掲げる方は、この入札に参加する事がで

きません。    

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

ア 未成年であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

イ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき、更正手続開始の申立てがされている者又は民事      

再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者  

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に規定す 

る暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員 

エ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成１１年法律第１４７号)第５条及び第 

８条に規定する処分の決定を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体 

オ 破産者で復権を得ない者 

(2) 市税等を完納していない者 

(3) 地方自治法第２３８条の３第１項の規定に該当する高梁市職員 

 

４ 用途制限 

   入札する物件については、売買契約書において、売買契約締結の日から５年間は次の用途制限を付する

とともに、これらの用途に使用する恐れのある第三者への転売、又は貸し付けることも禁止しますので、

この点を理解のうえで、入札に参加してください。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規

定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業又は同条第９項に規定する接客業務受託営業そ

の他これらに類する業の用に供することはできません。 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する事務所その他

これに類する施設の用に供することはできません。 

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条に規定す
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る観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供することはできません。 

(4) 市長が特に不適当と認めた事業の施設の用に供することはできません。 

２ 前項に掲げる条件に違反した場合は、売買代金の3割の相当する金額を違約金として請求します。 

５ 契約の条件 

別添の土地売買契約書（見本）の条項をよく確認のうえ、 入札に参加してください。 

 

６ 入札参加申込み 

  入札参加者は、事前に一般競争入札参加申込書を提出しなければ、入札に参加することはできません。

（郵送による申込も可能。） 

入札参加申込の受付期間は、次のとおりです。 

     ・受付期間  令和７年１２月１１日（木）から令和８年１月６日（火）正午まで（当日消印有効） 

                （ただし、土・日・祝日を除く） 

     ・受付場所  高梁市松原通２０４３番地    高梁市企画財政部財産活用（市役所本庁舎３階） 

         

     ・受付時間  午前９時から午後５時 

 

＜申込書類＞ 

   ①普通財産売払一般競争入札参加申込書 

   ②誓約書 

   ③一般競争入札参加申込受付書 

     

 

 

 

 

 

 

 

７ 入札日時・場所 

    ・日時  令和８年１月９日（金） 

午前１０：００～ 物件番号① 

・場所  高梁市松原通２０４３番地 高梁市役所本庁舎 ３階研修室 

       

８ 入札保証金 

  入札参加者は、入札書に記載する見積金額の１００分の１０以上の入札保証金を事前に納付してくださ

い。（市の発行する納入通知書兼領収書により、市指定金融機関に払い込みしてください。） 

＊払込済の納入通知書兼領収書のコピーを入札保証金提出書に貼付する必要があります。 

９ 入札 

(1) 入札参加者は、所定の入札書に必要事項を記入し、記名押印のうえ入札保証金提出書と入札書を一緒

に封筒に入れ、別記要領（P.13）により封印して提出ください。 

(2) 入札は代理人に行なわせることができます。この場合、代理人は必ず委任状を入札会場で受付に提出

してから入室してください。 

(3) 上記の入札開始時間に会場へ入室されていない場合は入札することができません。（この場合、入札

保証金は返還対象となります） 

 

１０ 入札金額の表示 

 入札金額は、物件の価格の総額を表示してください。 

○添付を必要とする書類 

(1)個人で申込の場合 住民票の写し(連名の場合は全員のものが必要です) 

(2)法人で申込の場合 法人登記簿謄本(連名の場合は全員のものが必要です) 

(3)印鑑証明書 

(4)直前の納期到来分までの納税証明書(市内の者にあっては市税、消費税及び地方消費

税、市外の者にあっては住民税、事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書)  

※(1) (2) (3)は、発行後３箇月以内のものに限る 
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１１ 入札書の書き換え等の禁止 

入札者は、一度提出した入札書の書換え又は撤回することはできません。 

 

１２ 開札 

開札は、入札後直ちに入札者立会いのもとで行ないます。 

 

１３ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

(1) 入札に参加する資格が無い者がした入札 

 (2) 入札書に入札保証金提出書及び入札保証金振込証明書を添付しないで入札した者の入札 

(3) 入札書に記載する見積金額の100分の10に満たない入札保証金を納付した者の入札 

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名・押印の無い入札 

(5) 入札書の金額を修正した入札 

(6) 特殊関係にある者が、別々に参加した場合の入札 

(7) 同じ物件に２以上の入札書を提出した者の入札で、その前後を判別できないもの又は最初の入札以

外のもの 

(8) 他人の代理人を兼ね又は２人以上の代理をした者に係る入札 

(9) 公序良俗に反する行動をとるなど、明らかに公有地の処分相手にふさわしくないことが判明した 

者の入札 

(10) 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反した者の入札 

 

１４ 落札者の決定 

落札者は、市が定めた予定価格（最低売払価格）以上の価格で入札し、かつ、最高の価格をもって入札

した者とします。 

 

１５ くじによる落札者の決定 

落札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者（または代理人）にくじを引かせて落札者を決定しま

す。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない市職員に

くじを引かせます。 

 

１６ 入札結果の通知 

入札の結果は、開札時に落札者がある場合、落札金額及び落札者氏名をその場で公表します。 

 

１７ 契約の締結 

落札者は、契約に必要な書類を交付した日から７日以内に契約を締結しなければなりません。 

 

１８ 契約の確定 

契約は、市が落札者とともに契約書に記名押印した時に確定します。 

 

１９ 契約保証金 

落札者は、契約の締結と同時に契約金額の１００分の２０以上の契約保証金を市の発行する納入通知書

により納入期限までに納付しなければなりません。ただし、契約の締結と同時に売買代金の全額を支払う

場合には、納付する必要はありません。 

 

２０ 入札保証金の返還等 

(1) 落札者以外の者が納付した入札保証金は、落札者決定後、入札保証金の返還手続を行ないますので、

入札保証金提出書の入札保証金返還請求欄に金融機関名、預金の種類、口座番号、口座名義人氏名を正
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確に記入してください。 

(2) 落札者が納付した入札保証金は、契約保証金の一部に充当します。ただし、契約の締結と同時に売買

代金の全額を支払う場合には、売買代金の一部に充当します。 

(3) 入札保証金の額が契約保証金の額に満たないときは、その差額を契約保証金の例により納付しなけれ

ばなりません。 

 

２１ 入札保証金の利子 

入札保証金は、その受入期間についての利子の加算は行いません。 

 

２２ 入札保証金の没収 

落札者が契約の締結に応じない場合は、落札は効力を失い、落札者が納付した入札保証金は、市に帰属

します。 

 

２３ 売買代金の支払期間 

売買代金は、契約締結と同時に支払う場合を除き、市の発行する納入通知書により、契約締結後３０日

以内に支払わなければなりません。売買代金が期日までに支払われなかった場合には、契約保証金は市に

帰属します。 

 

２４ 所有権移転 

(1) 売買代金の完納確認に伴い物件を引き渡します。 

(2) 引き渡し後、落札者において早急に所有権移転登記を行なってください。 

(3) 契約書に貼付する収入印紙、登録免許税など契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札

者の負担となります。 

 

２５ その他 

(1) この要領に定めのない事項については、高梁市財務規則並びに高梁市普通財産の売払いに関する事務

処理規程及びその他の関係法令の定めるところによります。 

(2) 物件は、土地上に存在する構造物や立木等を含む現況有姿とし、市は隠れた「かし」又は将来地形の

変化等によって生じた責は負いません。 

 

２６ お問い合わせ先 

高梁市役所 企画財政部財産活用課 

 TEL（０８６６）２１-０２０７（直通）  FAX（０８６６）２３-１５５５ 

 

 

 

＜提出物確認表＞ 

書  類  名 申込時 入札時 備 考（添付書類等） 

普通財産売払一般競争

入札参加申込書 
○ × 

(1)個人 住民票の写し(連名の場合は全員の分) 

(2)法人 法人登記簿謄本(連名の場合は全員の分) 

(3)印鑑証明書(連名の場合は全員の分) 

(4)納税証明書 

・市内の者にあっては市税、消費税及び地方消費税 

・市外の者にあっては住民税、事業税、消費税及び地

方消費税の納税証明書  

誓   約   書 ○ × 
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一般競争入札参加申込

受付書 
○ ○ 

入札参加申込書類の確認後、市（理財課長）が押印して

返送しますので、入札当日必ず持参してください。 

入札保証金提出書 × ○ 
現金による入札保証金の場合は納入通知書兼領収書を

発行します。 

入   札   書 × ○ 
 

 

委   任   状 × ○ 代理人に入札を行わせる場合は必要です。 
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物  件  調  書 

物件番号 ①  所在地 高梁市備中町長屋１２２番１１ 

地積（実測値） ３９３．８１㎡ 現況地目 宅地 形状 不整形 

最低売払価格 金 ２，３７１，０００ 円 

特記事項 

・敷地西側及び、敷地中心部に側溝が残存、また南側にフェンスが残存しており、 

 支障物として撤去費用相当額を減額し、最低売払価格を算定しています。 

・敷地内に水道メーター（休止中）残存。（所有者変更が必要） 

・地質・構造調査等は行っていません。売払物件の境界・工作物等すべて現況有姿の引

渡しとなります。 

・本物件の敷地内外に位置する構造物の撤去や電気・ガス・上下水道の引込工事等が必

要な場合は、落札者の負担となります。 

道路幅員及び 

接面状況等 

・県道から約15ｍ離れており、消防機庫前の宅地（市有地）一部を利用して進入する必

要有（売買成立後、市により公衆用道路に登記予定、幅員約4ｍ程度。） 

法令等

に基づ

く制限 

都市計画地域 区域外 

用途地域 無 特別用途地区 無 

建ぺい率 無 容積率 無 

高度利用地区 無 防火地域 無 

日影規制 無 その他 無 

私道の負担等 なし  

 

供給施設 

状  況 

 

供給施設 引込状況 事業所名 電話番号 

上水道 有り 高梁市市民生活部備中地域局 （0866）45-2211 

公共下水道 不可   

電気 可 中国電力（株）高梁営業所 （0866）22-1556 

都市ガス 不可   

交通 

機関 
ＪＲ備中高梁駅 東  約18ｋｍ   

公共 

機関 

高梁市役所 東  約18.1ｋｍ 備中保育園 東南 約1.3ｋｍ 

高梁市備中地域局 西  約0.8ｋｍ 富家小学校 西   約0.4ｋｍ 

備中郵便局 西  約0.2ｋｍ 成羽中学校 東  約9.8ｋｍ 

近 

隣 

の 

状 

況 

 

地元消防団の器庫に隣接している。 

県道33号線に近いため車両での移動に適している。 

行政手続きのできる備中地域局が近くに存在している。 
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様式第1号(第10条関係) 

普通財産売却一般競争入札参加申込書 

  令和  年  月  日 

  高梁市長 石田 芳生 様 

 

 令和８年１月９日に高梁市が執行する普通財産売払いの一般競争入札に参加したいので、普通財産売払い

の一般競争入札参加要領を承知のうえ、次のとおり申し込みます。 

1 入札参加申込者 

住 所 
〒             電話番号(    )    － 

(ふりがな) 

氏名又は名称

及び代表者名 

㊞ 

(持分    ) 

〈共有名義による入札の場合〉 

 私たちは、上記申込者を代表者に選任し、入札に関する一切の権限を委譲します。 

共

有

者 

住 所 
〒         電話番号(    )    － 

(ふりがな) 

氏名又は名称

及び代表者氏名 

㊞ 

(持分    ) 

住 所 
〒         電話番号(    )    － 

(ふりがな) 

氏名又は名称

及び代表者氏名 

㊞ 

(持分    ) 

 

2 入札参加物件 

物件番号 所在・地番 地目 地積(m2) 

  

  

①  高梁市備中町長屋１２２番１１ 宅地 ３９３．８１ 

受 付 印 

  

※ 入札参加申込者の印鑑は、印鑑登録証明書と同じ印鑑を押印してください。 

※ 共有名義で申し込まれる場合は、申込者の欄に代表して入札手続を行う方の

住所・氏名を記入し、共有者の欄には、他の共有者の住所・氏名を記入し、押

印してください。 

※ 入札に申込者以外の者(代理人)が出席する場合は、委任状を入札日に提出し

てください。 
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様式第２号（第10条関係） 

  

誓    約    書 

 

高梁市長  石田 芳生  様 

令和  年  月  日 

申込者 

住所 

商号又は名称  

氏名又は代表者名              ㊞ 

 

物件名  

物件番号 所在・地番 地目 地積(m2) 

  
①  高梁市備中町長屋１２２番１１ 宅地 ３９３．８１ 

 

入札公告のありました本件物件の競争入札参加の申込において、下記の事項の内容について事実と相違

ないことを誓約します。  

なお、誓約後に事実と相違した場合は本件入札を辞退します。 

  

記 

 

１ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しません。  

２ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定に該当しません。または該当する場合、当該

事実があった日から２年を経過しています。  
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                                              受付番号   （１）      

                                                    

 

 

 

 

 

 

一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 受 付 書 

 

  貴殿より提出のありました、下記一般競争入札への参加申込みを受け付けました。 

  当日は、この受付書を入札会場への入室時に受付へ提出してください。 

 入札開始時刻に会場へ入室されていない場合は入札できませんのでご注意ください。 

 

記 

１  一般競争入札物件 

令和８年１月９日（金） 

参加受付 入札開始時刻 物件番号 所 在 地 

 午前１０時００分 ①  高梁市備中町長屋１２２番１１ 

 

２ 入札実施場所 

  高梁市松原通２０４３番地     高梁市役所３階研修室 

 

令和  年  月     日 

 

                様 

                                               高梁市企画財政部財産活用課長  ㊞ 

 

 

 

（申込者） 

住 所 

氏 名                ㊞ 

（入札参加物件番号）     ①      
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入 札 保 証 金 提 出 書 

令和  年  月  日 

 高梁市長  石田 芳生 様 

住    所 

氏名又は名称 

及び代表者名                ㊞ 

電話番号 

 

 

 下記の金額を入札保証金として提出します。 

 なお、落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、提出した入札保証金を下記の口座に振り込

んでください。 

   

記 

 

１ 入札保証金額     ￥                 

 （物件番号： ① ） 

 

２ 保証金返却振込先 

 金融機関名 銀行(金庫)        支店 

預金の種類 普通預金 ・ 当座預金 ・その他（         ） 

口座番号  

口座名義人 

氏   名 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

 

   

※ 振込を依頼した金融機関から交付を受けた納入済みのスタンプを押したもののコピーを貼付してください。 

 

 

 

 

 

  

貼  付  欄 
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＜ 入 札 書 封 印 要 領 ＞ 

 

１ 封筒は、縦長の定型サイズのもので、下記内容をペン又はボールペン等、消えない筆記用具で記入して

ください。 

２ 入札書の印鑑及び封印の印鑑は、申込書や入札書に押印した印鑑（印鑑登録証明書と同じもの）を使用

してください。（代理人の場合は、委任状の印鑑） 

 

（注）封筒に入れるもの 

①入 札 書 

②入札保証金提出書（納入通知書兼領収書のコピーが貼付されたもの） 

 

 

  封筒記入例 

 

 

                                                         

  封筒（表）                   封筒（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札書 

高梁市長 

石田 芳生 様 

物件番号    ①       

  

入札日 令和８年 １月 ９日     

 

高梁市○○町△△  

高梁 一郎 

  

 

 

 

委任状があり、代理人による入札の場合 

 高梁市○○町△△ 

高梁  一郎  

          代理人 高梁  花子 印（委任状の印鑑） 

印 

印 

㊞ 
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入 札 書 

物件番号     ①      

 

高梁市長  石田 芳生  様 

 

住 所 

入札者 

氏 名             ㊞ 

 

住 所 

上記代理人 

氏 名             ㊞ 

 

 

金 額 

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 ただし、高梁市が令和８年１月９日に執行する普通財産一般競争入札について、 

 

 高梁市財務規則及び公告等を承諾のうえ、上記のとおり入札します。 

    

令和８年１月９日 

 

 

（注）１ 入札者の印鑑は、印鑑登録証明書と同じ印鑑を押印してください。 

   ２ 代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人の住所、氏名を記載し、代理人の印

鑑のみを押印してください。（必ず委任状と同じ印鑑であること。） 

   ３ 入札金額は、算用数字ではっきりと記載し、数字も前に必ず「￥マーク」を記載してください。 

   ４ 一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。 

申込者本人の住所・氏

名を記載してくださ

い。 

代理人が入札する場合のみ

記載してください。 
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委 任 状 

 

代理人 住 所 

    氏 名 

    （電話） 

 

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

記 

 

高梁市が令和８年１月９日に執行する普通財産の一般競争入札及びこれに付帯する一切の権限 

 

 物件番号       ①           

 

令和  年  月  日 

 

委任者 

 住  所 

       氏  名                    ㊞ 

      （電話） 

（注）  １ 代理人が入札に使用する印鑑をあらかじめ押印しておくこと。 

     ２ 委任者の印鑑は印鑑登録証明書に登録されているものを押印すること。 

 

代理人使用印 

委任者（申込者）の印鑑

は、印鑑登録証明と同じ

ものを押印してくださ

い。 

代理人の印鑑は 

認印でも可 
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市有財産売買契約書（見本） 

 

 売渡人 高梁市 と買受人 ○○ ○○ とは、高梁市市有財産を売買することにつ

いて、次の条項により売買契約を締結する。 

 （売買物件） 

第１条 売渡人は、買受人に対し、売渡人の所有する次の市有財産（以下「売買物件」

という。）を売り渡し、買受人は、これを買い受ける。 

所 在 地 地 目  地積（㎡） 

高梁市備中町長屋１２２番１１ 宅地 ３９３．８１ 

特記事項：物件上に存在する工作物等を含む現況有姿とする。 

（売買代金） 

第２条 売買物件の代金（以下「売買代金」という。）は、金       円とする。 

 （契約保証金） 

第３条 買受人は、この契約に関し、契約保証金として金（売買代金の２０％以上）円

を、この契約の締結と同時に、売渡人の発行する納入通知書により、その指定する場

所において納付しなければならない。 

２ 買受人は、入札参加時に買受人が納付した入札保証金を、前項の契約保証金の一部

に充当する。 

３ 第１項の契約保証金には、利子を付けないものとする。 

４ 売渡人は、買受人が次条に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証

金を、前条の売買代金の一部に充当する。 

５ 買受人がこの契約に定める義務を履行しないことを理由として、この契約が解除さ

れたときは、第１項の契約保証金は売渡人に帰属し、売渡人はその返還義務を負わな

いものとする。 

 （売買代金の支払い） 

第４条 買受人は、売渡人に第２条の売買代金のうち前条第１項に定める契約保証金を

除いた金額を、売渡人の発行する納入通知書により、契約の締結から３０日以内にそ

の指定する場所において支払わなければならない。 

 （所有権の移転及び物件の引き渡し） 

第５条 売買物件の所有権は、買受人が第２条の売買代金の支払いを前条の期日までに

完了したときは、売渡人から買受人に移転するものとする。ただし、所有権移転にあ

たり、売買代金以外に法令上の規定等がある場合は、売渡人と買受人は双方協議によ

り所有権の移転日及び物件の引き渡し日を決定するものとする。 

２ 売渡人は、前項の規定によりその所有権を買受人に移転したときは、買受人に対し

現況のまま引き渡すものとする。 

 （所有権の移転登記） 

第６条 買受人は、前条第１項の規定により売買物件の所有権が移転した後、速やかに

所有権移転登記手続をするものとする。 

２ 所有権移転登記手続に要する登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。 

 （用途に供すべき指定期日及び指定用途期間） 

 

第７条 買受人は、本契約締結の日から５年間（以下「指定用途期間」という。）は、売

収入 

印紙 
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買物件の用途について下記を遵守しなくてはならない。また、これらの用途に使用す

る恐れのある第三者への転売、又は貸し付けることができない。 

(1) 指定用途期間は売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等の関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号から第６号までに規定する暴力団等の事務

所その他これに類する施設の用に供してはならない。 

(2) 指定用途期間は売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和 23年法律第 122号）法律第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規

定する性風俗特殊営業又は同条第９項に規定する接客業務受託営業その他これらに

類する施設の用に供してはならない。 

(3) 指定用途期間は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成１

１年法律第１４７号)第５条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用

に供してはならない。 

(4) 指定用途期間は市長が特に不適当と認めた事業の用に供してはならない。 

(5) 指定用途に供したときは、その旨を直ちに売渡人に書面をもって通知しなけれ

ばならない。 

 （実地調査等） 

第８条 売渡人は、買受人に対し第７条第１項に定める期間中随時この売買物件の使用

状況等について実地に調査すること又は報告を求めることができる。 

２ 買受人は、正当な理由なく前項の規定による実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（違約罰） 

第９条 買受人は、第７条に定める義務に違反した場合は、売渡人に売買代金の３割に

相当する違約金を支払わなければならない。 

２ 買受人は、買受人が前条に定める義務に違反した場合は、売渡人に売買代金の１割

に相当する違約金を支払わなければならない。 

３ 買受人は、第三者が売買物件を指定用途以外に供したときは、売買代金の３割に相

当する金額を違約金として売渡人に支払わなければならない。 

４ 前３項の違約金は違約罰であるから、売渡人は買受人に対して、別途、この契約を

解除及び第１２条第２項に定める損害賠償を請求することができるものとする。 

 （契約不適合責任） 

第１０条 売渡人は、売買物件を現況にて引き渡すものとし、一切の契約不適合責任を

負わないものとする。 

 （境界の疑義等） 

第１１条 買受人は、売買物件の引き渡しを受けた後、売買物件の境界について第三者

との間に疑義が生じたときは、買受人の責任において処理するものとする。 

 （契約の解除等） 

第１２条 売渡人は、買受人が第４条及び第７条に定める義務を履行しないときは、こ

の契約を解除することができる。 

２ 買受人は、この契約に定める義務を履行しないため売渡人に損害を与えたときは、

契約解除の如何に関わらず、その損害に相当する金額を損害賠償として売渡人に支払

うものとする。  
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  （現状回復義務） 

第１３条 買受人は、前条の規定によりこの契約を解除されたときは、買受人の費用を

もって売買物件を原状に回復し、売渡人の指定する期日までに売渡人に返還しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定により売買物件を売渡人に返還するときは、売渡人の指定期日までに当

該物件の所有権移転登記の承諾書を売渡人に提出するものとする。 

 （有益費等の請求権の放棄） 

第１４条 買受人は、第１２条の規定によりこの契約を解除された場合には、売買物件

に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の費用があっても、これを

売渡人に請求しないものとする。 

 （返還金及び利息） 

第１５条 売渡人は、第１２条第１項の規定によりこの契約を解除した場合は、買受人

から売買物件の所有権移転登記及び第１３条所定の原状回復義務の履行を受けた後、

収納済みの売買代金から契約保証金を控除した金額を買受人に返還するものとする。 

２ 前項の返還金には、利息を付さないものとする。 

 （返還金の相殺） 

第１６条 前条の規定により売買代金を返還する場合においては、買受人が第９条及び

第１２条の規定により、売渡人に支払うべき金額があるときは、その返還金をそれら

と相殺するものとする。 

 （契約の費用） 

第１７条 この契約に要する費用は、買受人の負担とする。 

 （疑義の決定等） 

第１８条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に定めの

ない事項については、売渡人と買受人が双方協議の上定めるものとする。 

 

 

 

売渡人と買受人とは、本書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保管する。 

   

 

 

令和  年  月  日 

 

          売渡人 住 所 高梁市松原通２０４３番地 

                  高 梁 市 

              氏 名 高梁市長  石 田 芳 生    ㊞ 

 

 

買受人 住 所 

 

              氏 名                  ㊞
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入 札 に つ い て の 注 意 事 項 

 

（入札の代理） 

第１ 代理人が入札しようとするときは、入札前に必ず委任状を提示してくだ

さい。なお、代理人は２人以上の入札者を代理することはできません。また、

入札者は他の入札者の代理人になることはできません。 

 （入札書の様式及び使用する印鑑） 

第２ 入札は、所定の入札書を使用してください。 

２ 入札書に押印する印鑑は、本人が入札される場合は、入札参加申込時に提出

された印鑑の証明書の印鑑と同じ印鑑とします。代理人が入札される場合は、

委任状に押印された代理人の印影と同じ印鑑とします。なお、それ以外の印鑑

の場合は入札書を無効とします。 

 （入札保証金） 

第３ 入札者は、入札前に入札保証金として、入札金額の１００分の１０以上に

相当する金額を納付してください。 

 （入札書等の記入方法） 

第４ 複数の物件の入札に参加する入札者は、入札保証金提出書、封筒、入札書、

委任状を、必ず物件ごとに分けて作成してください。 

２ 入札書には、入札者の住所、氏名（法人にあってはその名称及び代表者氏名）

を記入のうえ押印してください。 

  入札金額の記載は、算用数字を使い、最初の数字の前に「￥」を記入してく

ださい。なお、記入にあたっては、ペン又はボールペン等を使用してください。 

 （建付地に係る入札金額等） 

第５ 建付地の入札金額は、土地・建物のそれぞれの金額及び建物に課税される

消費税相当額を併せた金額とします。 

  なお、売買契約書に記載される売買代金の額は、落札者の入札金額のみとし

ます。 

 （提出済みの入札書） 

第６ 提出済みの入札書は、その理由のいかんにかかわらず、引替え、変更又は

取消しを行うことはできません。 

 （入札の無効） 

第７ 次の各号の一に該当する入札は、無効とします。 

（１）入札に参加することができない者のした入札 

（２）談合してした入札 

（３）入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札 

（４）入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明である入

札 

（５）同一の入札について、２以上の入札をした者のした入札 
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（６）郵便又は電信による入札 

（７）第１に反して行われた入札 

 （開札） 

第８ 開札は、入札者の面前で行います。 

 （落札者の決定） 

第９ 入札は、予定価格以上の価格であって、最高のものをもって落札者とし

ます。ただし、落札者となる同価の入札が２人以上あるときは、直ちにくじ

によって落札者を決定します。 

 （入札保証金の返還） 

第１０ 入札保証金は、落札者を除き、入札終了後に入札保証金を指定口座へ

返還します。 

 （契約の締結） 

第１１ 落札者は、契約に必要な書類を交付した日から７日以内に契約の締

結しない場合は、その落札は無効となり、入札保証金は高梁市に帰属します。 

２ 契約は所定の契約書を作成し、市、落札者双方が記名押印したときに成立

します。 

３ 売買契約締結の際、契約保証金として、契約金額の１００分の２０以上に

相当する金額を納付してください。 

４ 落札者の入札保証金は、売買代金または前項の契約保証金の一部に充当

します。 

５ 落札者以外の名義人とは契約を締結しません。 

 （その他） 

第１２ 本書に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、高梁市財

務規則及び高梁市普通財産の売払いに関する事務処理規程の定めるところ

によって処理します。 
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入 札 者 心 得 

 

１. 入札室においては、静粛にしなければならない。 

 

２. 入札者（その代理人を含む。以下同じ。）以外の者は、入札室に立ち入っ

てはならない。 

 

３. 入札者は、入札開始時刻までに入室していなければならない。 

 

４. 入札者が入札しようとする場合は、係員に入札参加申込受付書を提示す

ること。また代理人の場合は、その委任状を提示しなければならない。 

 

５. すでに投函した入札書の引き替え、変更または取り消しは認めない。 

 

６. 次の各号に該当する入札は、無効または失格とする。 

（１）入札書に記名押印を欠く入札 

（２）入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札 

（３）同一入札者がなした２以上の入札 

（４）入札金額の訂正した入札若しくは判読しがたいと認められる入札 

（５）入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札 

（６）入札に関し談合等の不正行為をした者の入札 

（７）係員の指示に従わない等入札室の秩序を乱した者の入札 

（８）その他入札条件に違反した入札 


